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I はじめに

 本県においては、「秋田県がん対策推進条例」が平成 23 年 3 月 8 日に公布され、平

成 23 年 4 月 1 日から施行されている。

 この報告書は、同条例第 9 条の規定に基づき、平成 30 年度にがん対策の推進に関

し県が講じた施策について明らかにするため作成するものである。

【参考】秋田県がん対策推進条例（抜粋）

 （年次報告）

 第９条 知事は、毎年、がん対策の推進に関し県が講じた施策を明らかにする報告書

を作成し、県議会に提出するとともに、これを公表するものとする。

II これまでの経緯

がんは、本県において昭和 59 年以降連続して死因の第１位であり、平成 21 年から

は年間 4,000 人を超える県民が亡くなっている。また、がんによる 10 万人当たりの死

亡率（粗死亡率）は、平成 9 年以降全国で最も高い状態が続いている。

 このような中、平成 19 年 4 月 1 日に施行された「がん対策基本法」及びそれに基

づく国の「がん対策推進基本計画」の基本理念を踏まえ、本県では、平成 20 年 4 月

にがん対策基本法第 11 条に規定する都道府県計画として「秋田県がん対策推進計画」

を策定し、行政、がん患者及びその家族を含めた県民、医療従事者、医療保険者、患

者団体を含めた関係団体等が一体となって、がん予防と普及啓発、がん検診受診率の

向上、がん医療・相談支援体制の充実等を図ってきた。

 平成 24 年度には、緩和ケアの充実や若い世代に対するがん教育などの新たな課題等

を踏まえた「第 2 期秋田県がん対策推進計画」を策定し、がんの予防から検診、医療

に至る総合的ながん対策を推進してきた。

しかし、依然としてがんによる死亡率は高く、罹患率が増加しているがんもあるこ

とから、がんによる死亡を減らすとともに、がん患者が安心して生活し、自分らしく

生きることのできる地域社会を目指すことを目標とした「第 3 期秋田県がん対策推進

計画」を平成 29 年度に策定し、平成 30 年度から平成 35 年度までの 6 年間を計画期

間としてスタートしたところであり、引き続きがん対策の推進を図ることとしている。
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【参考】

平成 19 年

平成 20 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

平成 29 年

平成 30 年

4 月 1 日

6 月 15 日

4 月 1 日

4 月 1 日

6 月 8 日

4 月 1 日

10月24日

4 月 1 日

がん対策基本法施行

国のがん対策推進基本計画（～平成 24 年 5 月）

秋田県がん対策推進計画（～平成 25 年 3 月）

秋田県がん対策推進条例施行

国の新たながん対策推進基本計画（～平成 29 年 3 月）

第 2 期秋田県がん対策推進計画（～平成 30 年 3 月）

国の新たながん対策推進基本計画（～平成 35 年 3 月）

第 3 期秋田県がん対策推進計画（～平成 36 年 3 月）

【参考】第 3 期秋田県がん対策推進計画（抜粋）

第 4 章 全体目標
１ がんによる死亡者の減少 

目指すべき目標項目
現状値

（H28）
中間目標値

（H32（R2））
目標値

（H35（R5））
目標値

（H39（R9））
がんの年齢調整死亡率（75歳未満） 87.4 81.7 76.0 68.4 

 本県の75歳未満年齢調整死亡率は、年平均約1.4％ずつ減少し、今後12年間で約15％
の死亡率の減少が見込まれますが、対策を強化することによりさらに 10％の死亡率の減

少を目指します。

２ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

 がんを予防する方法を普及啓発するとともに、全国がん登録や院内がん登録の解析な

どから得られる結果に基づいた施策を実施することにより、がんの罹患者を減少させま

す。また、県民が利用しやすい検診体制を構築し、がんの早期発見、早期治療を促すこ

とで、効率的かつ持続可能ながん対策を進め、がんの死亡者の減少を実現させます。

３ がん医療の充実 

拠点病院等を中心としたがん医療の質の向上、それぞれのがんの特性に応じたがん医

療の均てん化・集約化を図り、効率的かつ持続可能ながん医療を実現します。

４ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を受けることがで

きる環境を整備します。関係者等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と

連携し、効率的な医療・福祉サービスの提供や、相談支援及び情報提供体制の充実、就

労支援等、がん患者と家族を社会で支える仕組みを構築することで、がん患者が、いつ

でも、どこにいても安心して生活し、尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域

社会を実現します。
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III 平成30年度におけるがん対策の推進方針等 

 県のがん対策の推進に関する平成 30 年度の方針、体制等は次のとおりである。

１ がん対策の推進に関する当該年度の方針

 本県における死因の第 1 位を占めるがんの罹患率と死亡率の減少に向けて、秋田県

がん対策推進計画に基づき、引き続き、がんの予防・検診の推進、医療連携体制の強

化、医療従事者の人材育成、緩和ケアの充実、がん教育など、総合的かつ計画的なが

ん対策の取組を強化する。

特に、がんによる死亡率を減少させるため、肺がんをはじめとする多くのがんの原

因となるたばこ対策が重要である。たばこと健康に関する正しい知識の普及啓発とと

もに、効果的な受動喫煙防止対策を展開するため、｢秋田県受動喫煙防止対策ガイドラ

イン｣に基づく取組を推進する。また、がん検診受診によるがんの早期発見・早期治療

につなげるため、罹患率が上昇する年齢層を対象とした助成事業を実施するとともに、

マスコミ等のメディアと連携したイベントを活用し啓発活動を行うなど、がん検診の

受診率向上に努める。

 がん医療については、都道府県がん診療連携拠点病院である秋田大学医学部附属病

院を中心としたがん診療提供体制のもと、県民に対し、より質の高いがん医療を提供

できる体制の整備を図る。また、各がん相談支援センターががん患者や家族に対する

質の高い相談支援や情報提供を行うことができるよう、連携体制の構築や情報共有を

図るほか、がん治療と就労や社会参画の両立支援など、がんになっても安心して暮ら

すことのできる環境整備に努める。

２ がん対策の推進に関する体制

 平成22年度に健康福祉部健康推進課内に設置した「がん対策推進チーム」を平成23
年度から「がん対策室」に改組し、がん対策に継続的に取り組む組織体制へと強化を

図っている。

 平成30年度の組織改編により、健康推進課が所管していた生活習慣病対策と併せて、

総合的ながん対策を行う「健康づくり推進課がん・生活習慣病対策班」に改組した。
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IV 平成30年度にがん対策の推進に関し県が講じた施策

１ がんの予防（がんに罹るリスクの軽減）

（１）たばこによる健康被害防止対策事業
たばこには、発がん物質が多数含まれており、喫煙者自身はもとより、受動喫煙によっ

て周囲の人にも悪影響を与えることから、たばこの煙が健康に及ぼす影響について、十分

な知識の普及を図る必要がある。

 こうしたことから、施設等の区分ごとに取るべき対策の方針を示す「秋田県受動喫煙防

止対策ガイドライン」を施行し、ガイドラインに基づく取組を推進するため、受動喫煙防

止宣言施設の登録事業等を実施した。

また、WHO が定める「世界禁煙デー」（5 月 31 日）及び厚生労働省が定める「禁煙週

間」（5 月 31 日～6 月 6 日）に合わせて、平成 30 年 5 月 31 日（木）に秋田駅で受動喫煙

防止の街頭キャンペーンを行ったほか、市町村や保健所で啓発ポスター掲示等を行った。

そのほか、平成 30 年 6 月 2 日（土）に「世界禁煙デー秋田フォーラム」（参加者 154
人）を、平成 30 年 11 月 18 日（日）に「受動喫煙防止秋田フォーラム」（参加者約 40 人）

を開催したほか、マスメディア等との連携による「たばこと健康を考えるセミナー」（参加

者延べ約240人）を県内３カ所で開催するとともに、新聞紙面を活用した情報発信を行い、

正しい知識の普及啓発を図った。

さらに、受動喫煙防止対策の強化等について検討を行う「秋田県たばこによる健康被害

防止対策検討委員会」を設置し、委員会を 3 回開催したほか、秋田県受動喫煙防止条例（仮

称）に係る「受動喫煙防止対策推進に関する基本的な考え方」についての意見募集を行っ

た。若い世代の喫煙防止対策として、啓発ポスターの作成・配布、及び秋田大学と連携し、

大学生へたばこの害に関する講義（参加者 127 人）を実施したほか、禁煙の動機を促すた

め、地域の医師や保健所職員等による出前講座等を実施（延べ 13 回、参加者 516 人）し

た。

（２）多目的コホート研究事業
多目的コホート（※１）研究事業とは、喫煙、飲酒、食事、運動習慣など様々な生活習慣と、

がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、健康施策へ反映させることを

目的とした疫学研究を主体とした事業である。国立がん研究センターが平成 2 年から全国

11 か所で、約 14 万人の一般住民を対象に実施しており、秋田県では横手地域（旧横手市、

旧雄物川町）の約 1 万 6 千人の住民が対象となっている。

 平成 23 年度のパイロット調査を経て、平成 24 年度には、戦後世代を対象とした「次世

代多目的コホート研究」が開始され、20 年間の追跡調査を実施している。横手地域（横手

市全域を対象）では、29 年度までに 29,896 名の研究協力者を得ており、そのうち、血液・

尿の生体試料の提供協力者は、平成 29 年度末現在 16,023 名となっている。
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平成 28 年度から、「生活習慣に関するアンケート調査（ベースライン調査）」同意者の

うち、アンケート回答日、または同意日から 5±1 年となる時期に該当する同意者に「５

年後調査」を実施している。

内容としては、アンケートの配布・回収、同意書の取得による血液・尿の生体試料の収

集、研究協力者への結果返却となっている。

※1：コホート

 コホートとは、年齢や居住地など、ある一定の条件を満たす特定の集団を指す。

（３）がん教育事業
 文部科学省が今後がん教育を全国展開することとしたことを受け、平成 29 年度から県

教育委員会に事業を移管して実施している。

平成 30 年度は、医師やがん経験者による講話とグループワーク等の内容で県内の 10 校

（中学校 7 校、高校 3 校）において、1,053 人の生徒を対象に｢がん教室｣を実施した。

また、学校におけるがん教育を推進するため、教育の資質向上を図ることを目的に、県

内小・中・高等学校及び特別支援学校の教員を対象として、がん教育指導者研修会を開催

した。

（４）がん情報発信事業
  がんの予防、検診、医療等、がんに関する正しい知識の普及を図るため、テレビ局等

のマスコミを中心とした実行委員会が行う情報発信事業に参画した。

平成 30 年 11 月 17 日（土）秋田市で秋田大学、秋田テレビ（株）等による「秋田大

学医療フォーラム 2018」（参加者約 300 人）を開催し、がんの予防や医療に関する講演

等を行ったほか、平成 31 年 3 月 21 日（木）秋田市で秋田朝日放送（株）等による「知

っておきたいがん情報セミナー」（参加者約 65 人）を開催した。
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２ 早期発見（がん検診の受診率向上）

（１）胃がん検診助成事業
 本県は胃がんによる死亡率が高いことから、胃がんの早期発見･早期治療に向け、胃がん

の罹患率が上昇する 50 歳代を対象に、市町村が行う胃がん検診に係る受診者自己負担額

を無料化する経費に対し助成した。平成 30 年度は 24 市町村が事業を実施しており 3,648
人が受診した。

（２）がん検診受診率向上推進事業
 がん検診受診によるがんの早期発見・早期治療を図るため、大腸がん、肺がん、子宮頸

がん及び乳がんの罹患率が上昇する年齢層を対象に、コール・リコールによる受診勧奨を

行うことを要件として、市町村が行う各がん検診に係る受診者自己負担額を軽減する経費

に対し助成した。

18 市町村が事業を実施しており、助成（受診）状況は次のとおりである。

・大腸がん、肺がん、子宮頸がん及び乳がん検診助成（受診）状況（平成 30 年度）

（単位：人）

部位 対象年齢 助成（受診）人数

大腸がん 50歳～54歳 2,948 
肺がん 60歳～64歳 4,098 

子宮頸がん 30歳～34歳 2,630 
乳がん 40歳～44歳 2,526 
合計 12,202 

なお、胃がんについては、重点的な対策として、胃がんの罹患率の上昇する 50 歳代に

焦点を当て、検診受診者の自己負担額を無料化した。（再掲（１））

※（参考）新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（国の直接補助事業）

市町村が実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診において、一定年齢の者に対するクー

ポン券の送付、検診費用の自己負担額相当分の助成及び未受診者への再勧奨の実施並びに

胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんの要精密検査と判断された者に対する精

密検査の受診再勧奨を市町村において実施している。

19 市町村が事業を実施しており、本県のクーポン券利用状況は、別表のとおりである。
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・子宮頸がん及び乳がん検診クーポン利用状況（平成 30 年度）（単位：人）

部位 対象年齢 対象者数 受診者数 受診率

子宮頸がん 20歳 2,781 266 9.6% 
乳がん 40歳 2,354 714 30.3% 

※H29 年度より、クーポン券の利用対象年齢が子宮頸がん検診は、｢20,25,30,35,40 歳｣の

５区分から｢20 歳｣に、乳がん検診は、｢40,45,50,55,60 歳｣の５区分から｢40 歳｣に変更さ

れた。

（３）検診車等緊急整備促進事業
 県内において広域的に集団検診を実施している秋田県総合保健事業団、秋田県厚生農業

協同組合連合会の 2 団体に対し、検診車や検診機器の無償貸与等を行っている。平成 30
年度は、既に貸与している検診車のうち、老朽化の著しい婦人科検診車（しらゆり 2 号）

に積載している「超音波診断装置」について、機器更新を行った。

（４）検診受診環境整備事業
 県内の検診体制の現状や課題を踏まえながら、安定した検診体制と受診しやすい環境を

整備するため、県医師会、市町村、検診団体の代表者により検診体制のあり方を検討して

きている。

平成 30 年度は、令和２年度から秋田県厚生農業協同組合連合会が巡回検診から施設内

検診へ完全移行することに伴い、秋田県総合保健事業団が実施する巡回検診が拡大するこ

ととなったことから、円滑な移行が行われるよう関係者による情報共有や協議を行った。

また、より精度の高いがん検診を行うため、がん検診が適切に行われているか評価を行

うための手法等について学ぶ「精度管理従事者研修会」（参加者 74 名）を平成 30 年 11 月

1 日（木）に開催した。

（５）がん対策推進企業連携事業
 がん検診の受診率向上に向けて、県では、がん検診の受診勧奨等の取組を行う 28 企業

（平成 30 年度末現在）と「秋田県がん検診推進に関する協定書」を取り交わしている。

（６）医療機関一括方式（統一受診券方式）によるがん検診事業
市町村が実施する子宮頸がん検診については、居住する市町村以外の医療機関も受診で

きる体制（医療機関一括契約）を構築し、平成 27 年度から実施している。

この一括契約に当たって、県は市町村及び医療機関の意向確認や契約書の取りまとめな

どを行い、市町村を支援している。

平成 30 年度はこの検診体制により 10 市町村が実施している。（15 市町村は医療機関と

個別契約）
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３ がん医療の水準の向上（がん医療の均てん化）

（１）がん対策推進計画進行管理事業
 平成 31 年 3 月 28 日（木）に平成 30 年度秋田県健康づくり審議会がん対策分科会を開

催し、「第 3 期秋田県がん対策推進計画」の数値目標の進捗状況やがん対策の取組等につ

いて協議した。

 今後も、同計画に掲げる目標の達成に向けて、県、市町村、がん患者や家族を含む県民、

医療機関、関係団体、企業等がそれぞれの立場で役割を果たすとともに、相互に連携を図

りながら一体となって施策を推進していく。

（２）がん医療従事者育成支援事業
 がん関連の専門性の高い医療従事者を育成するため、がん関連の認定看護師、がん看護

専門看護師、放射線治療専門放射線技師、医学物理士、がん薬物療法認定薬剤師及びがん

専門薬剤師の資格取得に係る病院からの奨励金の支給や、研修期間中の代替職員の雇用等

に要する経費に対し助成している。

 平成 30 年度は、3 病院（3 人）に対して助成し、本事業が開始された平成 20 年度から

の育成者数は延べ 59 人となった。

（参考）専門看護師及び認定看護師の状況（平成 31 年 1 月 10 日現在）

人数 人口 100万対

秋田県 全国 秋田県 全国

専門看護師（がん看護） 8 人 821 人 8.2 6.5 
認定看護師（がん関連分野） 74 人 7,750 人 75.5 61.3 

（３）がん診療機能等強化事業
 県内のがん診療機能等を強化するため、国指定の地域がん診療連携拠点病院(5 病院)、地
域がん診療病院(4 病院)、県指定のがん診療連携推進病院(2 病院)に対し、緩和ケア等の医

療従事者研修、相談支援センターの運営、普及啓発・情報提供等に要する経費に対し助成

し、県内のがん医療提供体制の充実を図った。

また、平成 30 年 7 月 31 日付けで改正された国の「がん診療連携拠点病院等の整備に関

する指針」におけるがん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しを踏まえ、国へ指定推薦

を行い、平成 31 年 3 月 7 日に開催された国の「がん診療連携拠点病院等の指定に関する

検討会」の審議を経て、3 月 25 日付けで県内全てのがん診療連携拠点病院等が引き続き指

定を受けた。
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大館・鹿角医療圏

②

能代・山本医療圏

⑦

秋田周辺医療圏

③①

④ 大仙・仙北医療圏

⑤

横手医療圏

⑥
由利本荘・にかほ医療圏

⑧

湯沢・雄勝医療圏

⑨

⑩

●国指定

【都道府県がん診療連携拠点病院】

①秋田大学医学部附属病院

【地域がん診療連携拠点病院】

②大館市立総合病院

③秋田厚生医療センター

④秋田赤十字病院

⑤大曲厚生医療センター

⑥平鹿総合病院

【地域がん診療病院】

⑦能代厚生医療センター

⑧由利組合総合病院

⑨雄勝中央病院

⑩北秋田市民病院

●県指定

【秋田県がん診療連携推進病院】

⑪市立秋田総合病院

⑫中通総合病院

がん診療連携拠点病院等の整備状況

北秋田医療圏

⑫⑪

⑦の病院で対応

困難な肺がん治

療について③の

病院で対応

⑧の病院で対応

困難な肝臓がん

治療について④

の病院で対応

⑩の病院で対応困難な

肝臓がん治療及び放射

線治療について、③の

病院で対応

⑨の病院で対応

困難な放射線治

療について⑥の

病院で対応

がん診療連携拠点病院等の整備状況（H31.4.1 現在）

（４）がん治療成績改善と均てん化に関する調査研究委託事業
 秋田県で診断・治療されるがんの種類、発見の経緯、進行度及び治療内容等を把握し、

本県のがん対策に役立てるため、県内のがん診療連携拠点病院等から収集した院内がん登

録のデータの分析とがん治療等に関する提言等を秋田大学医学部附属病院へ委託した。

 平成 30 年度は、県内のがん診療連携拠点病院等（12 病院）から提供された院内がん登

録データに基づき解析した「2011-2017 年秋田県院内がん登録調査結果報告」が作成され、

施設別・部位別の 5 年相対生存率などが明らかとなった。
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４ 緩和ケアの充実・在宅医療等の推進

（１）がん診療機能等強化事業（緩和ケア研修会部分）（再掲）
 がん診療に携わる医療従事者に対して、緩和ケアに関する知識や技術の習得を図るため、

拠点病院等の緩和ケア研修会に要する経費に対し助成した。また、研修会受講者に修了を

証明する修了証書を発行した。

・緩和ケア研修会の修了者数  （単位：人）  

医師・歯科医師 看護師・薬剤師・その他 計

平成20～29年度 1,292 1,294 2,586 
平成30年度 116         92 208 

合計 1,408 1,386 2,794 

（２）緩和ケアに関する医療従事者研修事業
緩和ケア提供体制の整備を図るため、病院等において緩和ケアに携わる医師、看護師、

薬剤師等を対象に、緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、訪問診療等における実践的な研修を

秋田県緩和ケア研究会に委託して実施した。

平成 30 年度は、国の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン（平成 30 年 3 月改訂）」において、在宅や施設では介護従事者も緩和ケアに加

わることが想定されたことを踏まえ、医療・福祉関係者（臨床心理士、介護士等）も研修

対象に加え、秋田大学医学部附属病院、外旭川病院、秋田往診クリニック、訪問看護ステ

ーションあきた、能代厚生医療センター、大曲厚生医療センター、秋田赤十字病院、ショ

ートステイやまゆり、老人保健施設くらかけの里の9施設で延べ50人が研修を受講した。

（３）がん相談・緩和ケア推進事業
がん相談支援や緩和ケアの円滑な実施を推進するため、がん相談支援センターや緩和ケ

アチームの普及啓発・情報発信事業に対し助成した。

平成 30 年度は、能代山本医師会病院、本荘第一病院の 2 施設において、公開講座やが

ん大学（延べ２２５名参加）、オストメイト患者会（１５名参加）、がん患者への生活支援

情報の発信等を実施した。
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５ がん患者等への支援

（１）がん患者団体活動支援事業
 がん患者の悩みや不安の軽減を図るため、「秋田県がん患者団体連絡協議会 きぼうの虹」

が実施するがんサロン活動、ピアサポート（※２）研修会（がんサロン交流会）開催、普及啓

発等に要する経費に対し助成した。

 がんサロンは、秋田市、大館市、大仙市及び湯沢市等で定期的に開催されている。

 がん患者の相談に携わる者のスキルアップを図るため、がん患者やその家族、がん患者

への相談支援活動に携わる者を対象としたピアサポート研修会（がんサロン交流会）を開

催した。

 がんに関する普及啓発を目的に、患者団体、医療関係者、行政、マスコミ、学生、企業

等が一体となって行うイベント「あきたがんささえ愛の日 2018」が平成 30年 10月 14日
（日）に秋田市で開催された。

※２：ピアサポート

同じような環境や悩みを経験した人同士が、対等な立場で同じ仲間として、お互いの信頼のもとに支

援し合うこと。

（２）がん患者医療用補正具助成事業
がん治療に伴い医療用補正具（ウィッグ又は乳房補正具）を使用する方に対して、がん

治療と就労や社会参加の両立を支援するとともに、購入に伴う経済的負担の軽減を図るた

め、購入費用の一部を助成する事業を実施した。

・助成実績

ウイッグ 乳房補正具 合計

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 実人員（人） 金額（円）

平成 29年度 365 5,420,991 62 579,650 415 6,000,641 
平成 30年度 386 5,776,904 77 742,049 450 6,518,953 
ウィッグと乳房補正具は、１人当たりそれぞれ１個助成を受けることができる。
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６ がん登録の推進

（１）がん登録推進事業
 秋田県総合保健事業団に事業委託し、医療機関の協力を得て、県民のがんの罹患に関す

る情報を収集した。平成 28年（2016年）分として、新たに罹患者 11,630人のデータを
登録し、部位別、年齢別の罹患率や発見の経緯、治療方法などが明らかになった。

「全国がん登録」は、がん登録等の推進に関する法律に基づき、届出が義務化された 69
病院と、申請に基づき県が指定した 204診療所の参加により実施されている（平成 31年 3
月 11日時点）。   

７ がん対策に関する情報の提供等・県民の理解及び関心の増進

（１）キャンペーン・フォーラム等の実施
① 世界禁煙デーの啓発として平成 30年 5月 31日（木）に秋田駅で街頭キャンペーンを行
ったほか、たばこの煙が健康に及ぼす影響について県民に情報提供するため、平成 30年
6月 2日（土）に「世界禁煙デー秋田フォーラム」（参加者 154人）を実施した。（再掲）

② マスメディア等との連携により、平成 30年 10月 24日（水）仙北市、平成 30年 10月
31日（水）能代市、平成 30年 11月 8日（木）由利本荘市において県民向けに「たばこ
と健康を考えるセミナー」（参加者延べ約 240人）を開催した。（再掲）

③ 受動喫煙対策についての正しい知識を啓発するため、平成 30年 11月 18日（日）に「受
動喫煙防止秋田フォーラム」（参加者約 40人）を開催した。（再掲）

④ 秋田大学、秋田テレビ（株）等との共催で、平成 30年 11月 17日（土）に秋田市で「秋
田大学医療フォーラム 2018」（参加者約 300人）を開催した。（再掲）

⑤ 秋田朝日放送（株）等との共催で、平成 31年 3月 21日（木）に秋田市で「知っておき
たいがん情報セミナー」（参加者約 65人）を開催した。（再掲）

⑥ 秋田県・第一生命包括連携協定事業として、2 名の講師を招いた「「がんの正しい知識と
予防」のための県民セミナー」を開催した。

（２）その他の情報提供等
① 患者団体が主催するイベント「あきたがんささえ愛の日」及びがん患者やその家族、が

ん患者への相談支援活動に携わっている者を対象としたピアサポート研修会（がんサロ

ン交流会）を開催した。（再掲）

② 秋田県地域がん登録に係る資料利用申請に基づき、平成 30年度は 12件の集計データを
届出協力医療機関等に情報提供した。また、平成 31 年 1 月から全国がん登録情報の資
料利用が可能となり、1件の都道府県がん情報のデータを提供した。

③ 乳がんの自己触診に関する正しい知識の普及を図るため、普及啓発用リーフレットを作

成し、検診団体の協力により県民へ配布した。
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（３）後援事業
① 母の日キャンペーン inAKITA2018

開 催 日：平成 30年 5月 13日（日）
開催場所：秋田市

実施主体：あけぼの秋田

② 平成 30年度秋田大学医学部附属病院市民公開講座
開 催 日：平成 30年 9月 1日（土）
開催場所：秋田市

実施主体：秋田大学医学部附属病院

③ 第 59回がん征圧月間運動（共催）
開 催 日：平成 30年 9月 1日（土）～30日（日）
開催場所：潟上市

実施主体：日本対がん協会秋田県支部

④ 秋田県がんと就労シンポジウム 2018 
開 催 日：平成 30年 10月 5日（金）
開催場所：秋田市

実施主体：秋田県がん診療連携協議会、秋田労働局

⑤ あきたがんささえ愛の日

開 催 日：平成 30年 10月 14日（日）
開催場所：秋田市

実施主体：「あきたがんささえ愛の日」実行委員会

⑥ ピンクリボンキャンペーン inAkita2018 
開 催 日：平成 30年 10月 21日（日）
開催場所：大仙市

実施主体：秋田県ピンクリボン実行委員会

⑦ 秋田赤十字病院市民公開講座 －みんなのがん教室－

開 催 日：平成 30年 10月 21日（日）
開催場所：秋田市

実施主体：秋田赤十字病院

⑧ 秋田県がん相談員研修会「終末期のアセスメント出来ていますか？～倫理的な意思決

定のためのアプローチ～」

開 催 日：平成 30年 11月 3日（土）
開催場所：秋田市

実施主体：秋田県がん診療連携協議会
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⑨ 能代・山本がん市民公開セミナー

開 催 日：平成 30年 11月 11日（日）
開催場所：能代市

実施主体：能代厚生医療センター

⑩ なるほどなっとく がんを知る教室（共催）

開 催 日：平成 30年 11月 16日（金）～18日（日）
開催場所：秋田市

実施主体：アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

⑪ 秋田大学医療フォーラム 2018（共催）
開 催 日：平成 30年 11月 17日（土）
開催場所：秋田市

実施主体：秋田大学、秋田テレビ（株）等

⑫ 平成 30年度地域相談支援フォーラム in 福島
開 催 日：平成 30年 11月 17日（土）
開催場所：福島市

実施主体：福島県がん診療連携協議会相談支援部会

⑬ 秋田県がん相談員研修～就労支援スキルを磨こう～

開 催 日：平成 31年 2月 1日（金）
開催場所：秋田市

実施主体：秋田県がん診療連携協議会

⑭ 第９回大仙仙北地域・緩和ケア市民公開講座

開 催 日：平成 31年 3月 16日（土）
開催場所：大仙市

実施主体：大曲厚生医療センター

８ その他

（１）秋田県健康づくり審議会分科会及び専門部会の開催
① 秋田県健康づくり審議会がん対策分科会

開催日：平成 31年 3月 28日（木）
内 容：各部会の開催状況について

がん診療連携拠点病院等の指定に関する状況について

受動喫煙防止条例（仮称）について

   がん対策の取組について
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②がん対策分科会乳がん部会

開催日：平成 30年 11月 13日（火）
内 容：市町村における乳がん検診実施状況について

    秋田県の精度管理評価基準及び改善指導について

委員からの提案・情報交換事項について

③がん対策分科会がん登録部会

開催日：平成 30年 12月 27日（木）
内 容：秋田県地域がん登録資料利用の申請状況について

全国がん登録に係る指定診療所について

全国がん登録情報の提供・利用等における窓口組織について

全国がん登録情報の提供・利用等における審議会その他の合議制の機関に

ついて

秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱（案）について

秋田県における都道府県がん情報の提供の利用規約（案）について

④がん対策分科会子宮がん部会

開催日：平成 31年 3月 14日（木）
内 容：検診実施状況について

精度管理評価基準及び改善指導について

統一受診券方式による子宮頸がん検診における重複子宮の取扱いについて

秋田県子宮頸がん検診実施要領の改正について（液状化検体法）

国が推奨する検診以外の検診について

⑤がん対策分科会肺がん等部会

開催日：平成 31年 3月 25日（月）
内 容：市町村における肺がん検診実施状況について

    がん検診の適切な実施体制について

    秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指導について

⑥がん対策分科会消化器がん部会

開催日：平成 31年 3月 27日（水）
内 容：市町村における胃がん・大腸がん検診実施状況について

    秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指導について

秋田県胃がん検診実施要領の一部改正について

秋田県大腸がん検診実施要領の一部改正について

広域的な対策型胃内視鏡検診の導入について
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V 秋田県がん対策推進計画に掲げる目標の達成状況

１ がんによる死亡

 秋田県がん対策推進計画において、目指すべき目標としている 75 歳未満年齢調整死亡率
は減少傾向にあり、平成 29年は 83.8で、計画値 87.4を下回ったが、全国の都道府県の中
で 4番目に高い値となっている。
 なお、平成 30年 9月 7日に厚生労働省が公表した人口動態統計月報年計（確定値）では、
平成 29年のがんによる粗死亡率は人口 10万人対 413.2（平成 28年は 421.3）で、平成９年
から 21年連続全国 1位となっている。また、死亡数は 4,099人（同 4,242人）と、昨年よ
り 143人の減少となっている。

・計画に掲げる目標数値と達成状況

全体

目標

【がんによる死亡率の減少】

75歳未満年齢調整死亡率の
20％減少（人口 10万対）

現状値

（H28）
中間目標値

（H32（R2））
目標値

（H35（R5））
目標値

（H39（R9））
87.4 81.7 76.0 68.4 
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２ がん検診の受診率

 がんの早期発見・早期治療につながり、がん死亡率の減少に大きく寄与するがん検診につ

いて、目標としている受診率 50％に達していないため、受診率向上に向けて、更なる取組を
推進していく。

・市町村が実施するがん検診の受診率

計画策定時

（平成17年度）
目標値 現状値

（平成29年度）
胃 が ん 検 診 21.1％ 50％ 27.6％
大腸がん検診 30.3％ 50％ 34.1％
肺 が ん 検 診 33.6％ 50％ 27.1％
子宮頸がん検診 25.2％ 50％ 39.5％
乳 が ん 検 診 31.2％ 50％ 45.3％
 （出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」、健康づくり推進課調べ）

※受診率の算出に用いる母数は「職域等で受診機会のある方を除いた推計人口」

※受診率の算定対象年齢

【胃】50歳から69歳まで 【大腸・肺・乳】40歳から69歳まで 【子宮】20歳から69歳まで

３ 全てのがん患者等の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上

 全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減や療養生活の質の向上に向けて、県内全てのが

ん診療連携拠点病院、地域がん診療病院及びがん診療連携推進病院に緩和ケアチームが設置

され、がんと診断されたときから緩和ケアが受けられる体制が構築された。

また、がん相談支援センターが設置され、がん患者への相談支援機能が強化されてきたが、

質の高い緩和ケアを提供できるよう引き続き医療従事者の育成を行っていく。

 なお、緩和ケア病棟は、外旭川病院（秋田市・34床）及び大曲厚生医療センター（大仙市・
13床）に整備されている。
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